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一
、
は
じ
め
に

　
『
古
事
記
』
上
巻
の
「
国
譲
り
」「
天
孫
降
臨
」
神
話
に
お
い
て
、
天
神
の
中

心
的
な
存
在
に
ア
マ
テ
ラ
ス
と
タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
の
二
柱
が
挙
げ
ら
れ
る
。「
国
譲

り
神
話
」
の
発
端
は
、
ア
マ
テ
ラ
ス
の
次
の
よ
う
な
発
言
か
ら
で
あ
る（
１
）。

天
照
大
御
神
の
命
以
て
、「
豊
葦
原
千
秋
長
五
百
秋
水
穂
国
は
、
我
が
御

子
、
正
勝
吾
勝
勝
速
日
天
忍
穂
耳
命
の
知
ら
さ
む
国
ぞ
」
と
、
言
因
し
賜

ひ
て
、
天
降
し
き
。【
葦
原
中
国
の
平
定
】

　

ア
マ
テ
ラ
ス
が
オ
ホ
ク
ニ
ヌ
シ
の
治
め
る
地
上
を
所
有
し
よ
う
と
、
子
の
オ

シ
ホ
ミ
ミ
を
降
臨
さ
せ
よ
う
と
す
る
が
、
地
上
は
悪
し
き
神
々
が
い
る
と
の
理

由
で
、
オ
シ
ホ
ミ
ミ
が
降
臨
す
る
こ
と
を
拒
む
。
そ
こ
で
ア
マ
テ
ラ
ス
は
地
上

を
平
定
さ
せ
よ
う
と
、
天
神
ら
を
招
集
し
天
の
安
の
河
の
河
原
で
会
議
を
行
う
。

　

こ
の
会
議
の
面
々
の
中
で
、
ア
マ
テ
ラ
ス
と
共
に
天
神
ら
の
中
心
的
存
在
な

の
が
タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
で
あ
る
。
タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
は
、『
古
事
記
』
神
話
の
冒
頭
部

分
に
て
「
造
化
三
神（
２
）」
の
一
柱
と
し
て
登
場
す
る
が
、
そ
の
後
一
度
身
を
隠
す
。

そ
し
て
先
の
ア
マ
テ
ラ
ス
の
発
言
を
機
に
再
登
場
し
、
ア
マ
テ
ラ
ス
と
共
に
地

上
平
定
に
向
け
て
活
躍
を
す
る
。

　

タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
の
行
動
を
多
く
示
し
て
い
る
の
が
「
国
譲
り
」「
天
孫
降
臨
」

の
場
面
で
あ
り
、
造
化
三
神
の
一
柱
と
し
て
の
登
場
か
ら
再
登
場
す
る
ま
で
の

過
程
や
経
緯
は
全
く
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
さ
ら
に
タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
は
途
中
で

「
高
木
神
」
と
い
う
別
名
に
転
じ
、
ア
マ
テ
ラ
ス
と
引
き
続
き
行
動
を
す
る
記
述

が
『
古
事
記
』
に
あ
る（
３
）。

　

本
稿
で
は
、
こ
の
神
が
国
譲
り
神
話
に
登
場
し
、『
古
事
記
』
に
お
い
て
そ
の

活
躍
が
ど
の
よ
う
な
意
味
を
示
し
て
い
る
の
か
を
論
考
し
た
い
。

二
、
タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
の
登
場

　

タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
は
、
先
述
し
た
よ
う
に
ま
ず
『
古
事
記
』
の
冒
頭
部
分
に
て

「
造
化
三
神
」
の
一
柱
と
し
て
登
場
す
る
。
そ
の
記
述
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

天
地
初
め
て
発
れ
し
時
、
高
天
原
に
成
り
し
神
の
名
は
、
天
之
御
中
主
神
。

『
古
事
記
』に
お
け
る
タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
の
役
割

主　

山　

倫
太
郎

（
国
文
学
専
攻
博
士
後
期
課
程
一
年
）
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次
に
、
高
御
産
巣
日
神
。
次
に
神
産
巣
日
神
。
此
の
三
柱
の
神
は
、
並
に

独
神
と
成
り
坐
し
て
、
身
を
隠
し
き
。【
初
発
の
神
々
】

　

高
天
原
と
い
う
天
上
界
に
先
ず
三
柱
の
神
が
独
神
と
し
て
成
り
出
る
。
最
初

に
出
た
神
ア
メ
ノ
ミ
ナ
カ
ヌ
シ
は
完
全
に
姿
を
消
し
、
二
度
と
登
場
す
る
こ
と

は
な
い
。

　

一
方
の
タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
と
カ
ム
ム
ス
ヒ
は
、
ア
メ
ノ
ミ
ナ
カ
ヌ
シ
と
同
様
に

一
度
身
を
隠
す
が
、
そ
の
後
で
個
々
に
活
躍
が
記
述
さ
れ
る
。
本
稿
の
主
題
で

あ
る
タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
は
、「
国
譲
り
」
の
条
か
ら
再
登
場
し
、
場
面
に
よ
っ
て
別

名
と
さ
れ
る
タ
カ
ギ
（
高
木
）
神
と
同
一
の
神
と
し
て
、
ア
マ
テ
ラ
ス
と
共
に

高
天
原
に
お
い
て
天
神
ら
の
中
心
的
な
存
在
と
し
て
君
臨
す
る
。
最
後
の
カ
ム

ム
ス
ヒ
は
、
ス
サ
ノ
ヲ
の
オ
ホ
ゲ
ツ
ヒ
メ
の
殺
害
す
な
わ
ち
「
五
穀
起
源
神
話
」

か
ら
再
登
場
し
、
国
神
ら
の
御
祖
（
母
神
）
的
存
在
と
さ
れ
る（
４
）。

　

そ
れ
で
は
、
タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
が
再
登
場
す
る
「
国
譲
り
」
か
ら
「
天
孫
降
臨
」

の
条
ま
で
の
用
例
を
以
下
に
挙
げ
、
ど
の
よ
う
な
行
動
が
見
ら
れ
る
の
か
を
確

認
し
て
み
よ
う
。

三
、
タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
の
用
例

１
、 

爾
く
し
て
、
高
御
産
巣
日
神・

天
照
大
御
神
の
命
以
ち
て
、
天
の
安

の
河
の
河
原
に
八
百
万
の
神
を
神
集
へ
て
、
思
金
神
に
思
は
し
め
て
、

詔
ひ
し
く
、
此
の
葦
原
中
国
は
、
我
が
御
子
の
知
ら
さ
む
国
と
、
言

依
し
て
賜
へ
る
国
ぞ
。（
葦
原
中
国
の
平
定
）

２
、 

是
を
以
ち
て
高
御
産
巣
日
神・

天
照
大
御
神
、
亦
、
諸
の
神
等
を
問

ひ
し
く
、
葦
原
中
国
に
遣
は
せ
る
天
菩
比
神
、
久
し
く
復
奏
さ
ず
。

（
同
）

３
、 

故
爾
く
し
て
、
天
照
大
御
神・

高
御
産
巣
日
神
、
亦
、
諸
の
神
等
を

問
ひ
し
く
、
天
若
日
子
、
久
し
く
復
奏
さ
ず
。（
天
若
日
子
の
派
遣
）

４
、 

爾
く
し
て
、
其
の
矢
、
雉
の
胸
よ
り
通
り
て
、
逆
ま
に
射
上
が
り
て
、

天
の
安
の
河
の
河
原
に
坐
す
天
照
大
御
神・

高
木
神
の
御
所
に
逮
り

き
。
是
の
高
木
神
は
、
高
御
産
巣
日
神
の
別
名
ぞ
。
故
、
高
木
神
、

其
の
矢
を
取
り
て
見
れ
ば
、
血
、
其
の
矢
の
羽
に
著
け
り
。
是
に
高

木
神
の
告
ら
さ
く
、
此
の
矢
は
天
若
日
子
に
賜
へ
る
矢
ぞ
と
の
ら
し

て
、
即
ち
諸
の
神
等
に
示
し
て
詔
は
く
、
命
を
誤
た
ず
、
悪
し
き
神

を
射
む
と
為
る
矢
の
至
れ
ら
ば
、
天
若
日
子
に
中
ら
ず
あ
れ
。（
同
）

５
、 

是
を
以
て
、
此
の
二
神
、
出
雲
国
の
伊
耶
佐
の
小
浜
に
降
り
到
り
て
、

十
掬
の
剣
を
抜
き
、
逆
ま
に
浪
の
穂
に
刺
し
立
て
、
其
の
剣
の
前
に

趺
み
坐
て
、
其
の
大
国
主
神
を
問
ひ
て
言
ひ
し
く
、
天
照
大
御
神・

高
木
神
の
命
以
ち
て
、
問
ひ
使
は
せ
り
。（
建
御
雷
神
の
派
遣
）

６
、 

爾
く
し
て
、
天
照
大
御
神・

高
木
神
の
命
以
て
、
太
子
正
勝
吾
勝
勝

速
日
天
忍
穂
耳
命
に
詔
ひ
し
く
、
今
、
葦
原
中
国
を
平
げ
訖
り
ぬ
と

白
す
。（
天
孫
降
臨
）

７
、 

此
の
御
子
の
高
木
神
の
女
、
万
幡
豊
秋
津
師
比
売
命
に
御
合
ひ
し
て
、
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生
み
し
子
、
天
火
明
命
、
次
に
日
子
番
能
邇
ゝ
芸
命
、
二
柱
ぞ
。（
同
）

８
、 

故
爾
く
し
て
、
天
照
大
御
神・

高
木
神
の
命
以
て
、
天
宇
受
売
神
に

詔
ひ
し
く
、
汝
は
、
手
弱
女
人
に
有
れ
ど
も
、
い
む
か
ふ
神
と
面
勝

つ
神
ぞ
。（
同
）

９
、 

故
、
天
つ
神
御
子
、
其
の
横
刀
を
獲
し
所
由
を
問
ひ
し
に
、
高
倉
下

が
答
へ
て
曰
ひ
し
く
、「
己
が
夢
み
つ
ら
く
、
天
照
大
神・

高
木
神
の

二
柱
の
神
の
命
以
ち
て
、
建
御
雷
神
を
召
し
て
詔
は
く
、「
葦
原
中
国

は
い
た
く
騒
ぎ
て
あ
り
な
り
。」
吾
が
御
子
た
ち
、
や
く
さ
み
ま
す
ら

し
。
そ
の
葦
原
中
国
は
、
専
ら
汝
が
言
向
け
つ
る
国
な
り
。
か
れ
、

汝
建
御
雷
神
降
ら
さ
ね
」
と
の
り
た
ま
ひ
き
。（
神
武
東
征
、
高
倉
下

の
条
）

10
、 

是
に
、
亦
、
高
木
大
神
の
命
以
て
、
覚
し
て
白
し
し
く
、
天
つ
神
御

子
、
此
れ
よ
り
奥
つ
方
に
便
ち
入
り
幸
す
こ
と
莫
れ
。（
神
武
天
皇　

八
咫
烏
の
先
導
）

　

以
上
、『
古
事
記
』
に
お
け
る
タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
の
記
載
例
を
挙
げ
た
。
１
～
10

で
挙
げ
た
記
載
例
を
ま
と
め
て
み
る
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

記
載
箇
所

備　
　
　
　
　

考

１
、
国
譲
り
条

タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
・
ア
マ
テ
ラ
ス

２
、
同

タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
・
ア
マ
テ
ラ
ス

３
、
同

ア
マ
テ
ラ
ス
・
タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ

４
、
同

「
高
木
神
」
と
い
う
別
名
に
転
じ
、
以
下
こ
の
神
名
で
表
記
さ

れ
ア
マ
テ
ラ
ス
・
タ
カ
ギ
と
な
る
。

５
、
同

ア
マ
テ
ラ
ス
・
タ
カ
ギ

６
、
天
孫
降
臨
条
ア
マ
テ
ラ
ス
・
タ
カ
ギ

７
、
同

ア
キ
ツ
シ
ヒ
メ
の
父
で
あ
り
、
ニ
ニ
ギ
の
外
祖
父
と
し
て
記
さ

れ
る
。

８
、
同

ア
マ
テ
ラ
ス
・
タ
カ
ギ
の
順
で
ア
メ
ノ
ウ
ズ
メ
に
指
令
す
る
。

９
、
神
武
東
征
条
高
倉
下
の
夢
に
登
場
し
、
ア
マ
テ
ラ
ス
が
先
に
記
さ
れ
る
。

10
、
同

高
木
大
神
と
し
て
八
咫
烏
の
派
遣
し
、
イ
ハ
レ
ビ
コ
に
指
令
す

る
。

　

以
上
の
記
載
例
と
表
か
ら
見
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
の
特
徴

は
次
の
三
点
で
あ
る
。

① 

舞
台
は
「
高
天
原
」（
皇
室
側
）
で
あ
り
、
必
ず
ア
マ
テ
ラ
ス
と
共
に
行
動
し

て
い
る
点
。

② 

行
動
お
よ
び
そ
の
性
格
は
政
治
的
な
面
が
強
く
、
天
神
ら
に
司
令
す
る
神
で

あ
る
点
。

③ 
神
名
に
「
産
巣
日
」
と
あ
り
な
が
ら
そ
れ
に
相
応
し
い
行
動
が
一
切
見
ら
れ

な
い
点
。

　

①
と
②
の
解
釈
と
し
て
、「
高
御
」
と
い
う
語
は
倉
野
憲
司（
５
）の

い
う
「
高
天
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原
」
と
の
関
係
を
強
く
示
し
て
い
て
、「
皇
室
の
側
（
現
事・

顕
事
）
に
お
け
る

生
成
の
根
源
神
」
と
い
う
解
釈
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
語
を
有
し
て
い
る
か

ら
こ
そ
、
タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
が
高
天
原
に
働
く
存
在
な
の
で
あ
る
。

　

尾
崎
暢
殃（
６
）も

「
高
天
原
を
主
宰
す
る
神
で
、
政
治
的
な
役
割
を
う
け
も
っ
て

活
動
す
る
神
と
し
て
い
る
。」
と
し
、
ま
た
西
郷
信
綱（
７
）の

い
う
「
高
天
原
の
パ
ン

テ
オ
ン
の
形
成
」
を
こ
の
神
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
で
保
証
し
て
い
る
と
考
え

ら
れ
る
。

　

③
の
解
釈
は
、
西
郷（
８
）の
論
を
参
考
に
す
る
。

古
事
記
冒
頭
に
あ
ら
わ
れ
る
タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ・

カ
ミ
ム
ス
ヒ
と
い
う
神
の

名
は
、
こ
れ
ら
あ
ま
た
の

地
方
的
な
ム
ス
ヒ
の
神
た
ち
を
中
央
で
集
約
し
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
の

で
は
な
い
か
。

　

こ
の
よ
う
な
視
点
は
、
溝
口
睦
子（
９
）や
倉
塚
曄
子
）
（1
（

も
同
様
で
、
西
條
勉
）
（（
（

も
「
タ

カ
ミ
ム
ス
ヒ
や
カ
ム
ム
ス
ヒ
に
先
祖
を
求
め
る
氏
族
は
多
い
」
と
論
じ
て
い
る
。

　

タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
（
氏
族
）
と
ア
マ
テ
ラ
ス
（
天
皇
）
の
関
係
を
考
察
す
る
に

あ
た
っ
て
、
こ
れ
ら
四
氏
の
指
摘
は
非
常
に
重
要
な
視
点
で
あ
り
、
タ
カ
ミ
ム

ス
ヒ
と
い
う
神
を
解
明
す
る
大
き
な
手
が
か
り
と
な
ろ
う
。

　

そ
こ
で
、
次
は
氏
族
の
由
来
を
記
し
た
『
新
撰
姓
氏
録
』
と
『
新
撰
姓
氏
録
』

が
参
照
し
た
『
古
語
拾
遺
』
を
用
い
な
が
ら
考
察
を
試
み
る
こ
と
と
す
る
。

四
、 『
新
撰
姓
氏
録
』
と
『
古
語
拾
遺
』
に
お
け
る 

ム
ス
ヒ
系
の
氏
族

　
『
新
撰
姓
氏
録
』（
以
下
、『
姓
氏
録
』
と
表
記
）
は
国
家
の
一
大
事
業
と
し
て

平
安
時
代
初
期
の
八
一
五
（
弘
仁
六
）
年
に
嵯
峨
天
皇
の
命
に
よ
っ
て
万
多
親

王
ら
が
編
纂
し
、
九
世
紀
に
完
成
さ
れ
た
た
古
代
氏
族
の
名
鑑
で
あ
る
。
こ
の

書
は
、
京
都
を
含
め
た
畿
内
に
住
む
一
一
八
二
氏
を
そ
の
出
自
に
よ
り
、
近
畿

の
「
山
城
」・

「
和
泉
」・

「
河
内
」・

「
摂
津
」
の
地
方
の
国
と
宮
中
の
「
左
京
」・

「
右
京
」
の
氏
族
を
大
き
く
「
皇
別
」、「
神
別
」、「
諸
蕃
」
の
三
つ
に
分
類
し
、

不
明
の
も
の
は
「
未
定
雑
姓
」
と
な
っ
て
い
る
。

　

そ
し
て
、
そ
の
中
の
「
神
別
」
が
、
神
々
を
先
祖
と
す
る
氏
で
、「
神
別
」
は

そ
こ
か
ら
「
天
神
」、「
天
孫
」、「
地
祇
」
と
に
分
別
さ
れ
て
い
る
。『
姓
氏
録
』

を
通
覧
し
て
み
る
と
、
以
下
の
通
り
に
ま
と
め
ら
れ
る
。

・

皇
別
（
三
三
五
氏
）

・
 

神
別
（
四
〇
四
氏
）

―・

天
神
（
二
七
三
氏
）・

天
孫
（
一
〇
三
氏
）・

地
祇
（
二
十
八
氏
）

・

諸
蕃
（
三
二
六
氏
）

　

当
時
の
古
代
社
会
に
お
い
て
、
支
配
階
層
に
属
す
る
「
氏
族
」
は
右
に
記
し

た
分
類
の
中
の
ど
れ
か
に
属
し
て
い
る
。
さ
ら
に
「
神
別
」
の
中
で
も
「
天
神
」
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と
「
地
祇
」
に
組
ま
れ
る
氏
族
が
あ
り
、
そ
れ
が
本
稿
の
問
題
と
大
き
く
か
か

わ
る
。

　
「
神
別
」
の
姓
氏
と
は
、
カ
ム
ヤ
マ
ト
イ
ハ
レ
ビ
コ
（
神
武
天
皇
）
以
前
の
神

代
に
別
れ
た
あ
る
い
は
生
じ
た
氏
族
で
あ
る
。「
神
別
」
の
姓
氏
は
さ
ら
に
天
孫

ニ
ニ
ギ
が
降
臨
し
た
際
に
付
き
添
っ
た
神
々
の
子
孫
を
「
天
神
」
と
し
、
そ
の

ニ
ニ
ギ
か
ら
三
代
の
間
に
分
か
れ
た
子
孫
を
「
天
孫
」、
天
孫
降
臨
以
前
か
ら
土

着
し
て
い
た
神
々
の
子
孫
を
「
地
祇
」
と
し
て
三
つ
に
分
類
し
て
い
る
。

　

そ
の
中
で
「
天
神
」
に
分
類
さ
れ
た
姓
氏
は
藤
原
や
大
中
臣
な
ど
二
七
三
氏
、

「
天
孫
」
は
尾
張
、
出
雲
な
ど
一
〇
三
氏
、「
地
祇
」
は
安
曇
、
弓
削
な
ど
二
十

八
氏
が
あ
る
。

　

そ
れ
で
は
問
題
と
な
る
「
天
神
」
に
属
す
る
氏
族
と
「
地
祇
」
に
属
す
る
氏

族
は
、
ど
の
よ
う
神
を
祖
と
し
て
い
る
の
か
。
神
別
氏
族
の
祖
神
の
名
と
そ
の

氏
族
数
を
「　

」
表
記
で
以
下
に
挙
げ
て
み
る
こ
と
と
す
る
。

「
天
神
」
→ 

カ
ム
ニ
ギ
ハ
ヤ
ヒ
（
神
饒
速
日
尊
）「
一
〇
六
氏
」、
ア
メ
ノ

ミ
ナ
カ
ヌ
シ
（
天
御
中
主
尊
）「
三
氏
」、
タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
（
高

皇
産
霊
尊
（
高
魂
命
））（「
三
十
二
氏
」、
カ
ム
ム
ス
ヒ
（
神

皇
産
霊
尊
（
神
魂
命
））「
五
十
氏
」、
ツ
ハ
ヤ
ム
ス
ヒ
（
津
速

魂
尊
）「
四
十
三
氏
」、
ツ
ノ
コ
リ
ム
ス
ヒ
（
角
凝
魂
命
（
角

凝
命
））「
十
四
氏
」
フ
ル
ム
ス
ヒ
（
振
魂
命
）「
七
氏
」、
ム

ス
ヒ
（
牟
須
比
命
）「
八
氏
」

「
地
祇
」
→ 

オ
ホ
ク
ニ
ヌ
シ
（
大
国
主
命
）・

ス
サ
ノ
ヲ
（
素
戔
嗚
命
）

「
十
三
氏
）
（1
（

」、
ワ
タ
ツ
ミ
ト
ヨ
タ
マ
ヒ
コ
（
海
神
綿
積
豊
玉
彦

命
）「
七
氏
」、
シ
ヒ
ネ
ツ
ヒ
コ
（
椎
根
津
彦
命
）「
六
氏
」

　

以
上
の
神
別
氏
族
と
祖
神
名
を
見
て
わ
か
る
の
は
、「
天
神
」
に
分
類
さ
れ
て

い
る
神
の
多
く
が
ム
ス
ヒ
神
で
あ
り
、
ニ
ギ
ハ
ヤ
ヒ
と
ア
メ
ノ
ミ
ナ
カ
ヌ
シ
を

除
く
と
す
べ
て
「
ム
ス
ヒ
」
神
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、『
姓
氏
録
』
に
お
い
て
「
天

神
」
＝
ム
ス
ヒ
神
で
あ
る
こ
と
と
、
そ
の
一
方
で
「
地
祇
」
は
オ
ホ
ク
ニ
ヌ
シ

や
ス
サ
ノ
ヲ
と
い
っ
た
「
国
神
」
を
祖
と
し
な
が
ら
も
）
（1
（

、
そ
れ
ら
を
祖
と
す
る

氏
族
は
少
数
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　
「
天
神
」
に
属
す
る
神
々
の
中
で
「
ア
メ
ノ
ミ
ナ
カ
ヌ
シ
、
タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
、

カ
ム
ム
ス
ヒ
」
は
『
古
事
記
』
冒
頭
に
記
述
さ
れ
て
い
る
造
化
三
神
で
『
日
本

書
紀
』
に
も
登
場
す
る
神
で
あ
る
。
カ
ム
ニ
ギ
ハ
ヤ
ヒ
も
両
書
に
登
場
す
る
ニ

ギ
ハ
ヤ
ヒ
と
同
一
視
し
て
良
い
だ
ろ
う
。

　

あ
と
の
四
つ
の
ム
ス
ヒ
神
は
両
書
に
は
見
ら
れ
な
い
が
、
今
日
に
お
い
て
朝

廷
を
守
護
す
る
宮
中
八
神
の
一
柱
と
し
て
宮
中
で
祭
祀
さ
れ
、
毎
年
六
月
と
十

二
月
の
年
に
二
回
行
わ
れ
た
国
家
的
祭
祀
で
あ
る
「
月
次
祭
」
の
祝
詞
に
挙
げ

ら
れ
て
い
る
神
で
あ
る
。

　

宣
長
は
こ
の
祭
り
を
「
つ
き
な
み
の
ま
つ
り
」
と
い
う
名
称
か
ら
み
て
、「
も

と
も
と
毎
月
行
わ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。」
と
指
摘
し
て
い
る
）
（1
（

。
七
世
紀
以
前
の

こ
と
は
記
録
や
文
献
が
無
い
の
で
詳
細
は
不
明
だ
が
、
八
世
紀
以
後
の
祭
祀
に
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つ
い
て
は
神
祇
令
に
明
記
さ
れ
て
い
る
。

　

そ
れ
に
よ
る
と
、
数
多
あ
る
宮
中
祭
祀
の
中
で
、
二
月
に
行
わ
れ
る
祈
年
祭

と
そ
の
年
の
二
回
に
わ
た
っ
て
行
わ
れ
る
月
次
祭
に
限
り
、
百
官
が
神
祇
官
に

参
集
し
、
祭
祀
を
司
る
中
臣
氏
に
よ
る
祝
詞
の
宣
上
な
ら
び
に
、
同
じ
く
祭
祀

を
司
る
忌
部
（
斎
部
）
氏
に
よ
る
班
幣
が
行
わ
れ
る
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。

　

従
っ
て
宮
中
祭
祀
の
中
で
も
殊
更
に
重
要
視
さ
れ
て
い
た
祭
り
で
あ
っ
た
と

言
え
る
。
し
か
も
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
こ
の
祭
り
は
天
皇
自
ら
が
祭
祀
し
て

い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
天
皇
の
側
近
で
あ
る
中
臣
氏
や
斎
部
氏
が
祭
る
の

で
は
な
く
、
天
皇
自
身
に
よ
る
祭
祀
と
い
う
意
味
は
非
常
に
大
き
く
、
こ
の
よ

う
な
側
面
か
ら
も
「
ム
ス
ヒ
神
」
が
氏
族
に
限
ら
ず
、
天
皇
の
側
か
ら
も
重
要

な
存
在
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
）
（1
（

。

　

例
え
ば
「
ム
ス
ヒ
」
を
祖
と
し
て
掲
げ
る
有
力
な
氏
族
に
は
中
臣
（
ツ
ハ
ヤ

ム
ス
ヒ
）・

大
伴
（
佐
伯
）・

久
米・

斎
部
（
タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
）・

賀
茂・

紀
直

（
カ
ム
ム
ス
ヒ
）
ら
と
い
っ
た
諸
氏
で
あ
る
。
ま
た
、「
ハ
ヤ
ヒ
」（
ニ
ギ
ハ
ヤ

ヒ
）
を
祖
と
す
る
の
は
物
部
氏
が
代
表
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。

　

物
部
氏
に
限
っ
て
「
ハ
ヤ
ヒ
」
を
祖
と
し
て
い
る
の
は
、
物
部
氏
の
立
場
が

特
殊
な
も
の
で
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
）
（1
（

。
残
っ
た
ア
メ
ノ
ミ
ナ
カ
ヌ

シ
は
『
古
事
記
』
で
は
最
初
に
出
現
し
た
天
地
開
闢
の
神
と
し
て
「
本
文
と
「
序

文
」
に
は
記
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
神
名
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
抽
象
的
な

神
格
で
全
く
活
躍
は
な
い
。

　

西
郷
）
（1
（

は
「
ほ
と
ん
ど
は
た
ら
き
を
し
て
い
な
い
の
は
、
一
種
の
論
理
的
な
要

請
に
も
と
づ
い
て
考
え
出
さ
れ
た
神
だ
か
ら
で
あ
ろ
う
」
と
指
摘
す
る
。
従
っ

て
、
ア
メ
ノ
ミ
ナ
カ
ヌ
シ
は
氏
族
の
祖
神
と
し
て
の
実
感
か
ら
は
縁
遠
い
と
考

え
ら
れ
る
。
実
際
、
先
述
の
よ
う
に
ア
メ
ノ
ミ
ナ
カ
ヌ
シ
を
祖
と
す
る
氏
族
は

わ
ず
か
に
三
氏
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
社
会
的
に
力
が
弱
か
っ
た
と
伺
え

る
。

　

以
上
の
こ
と
よ
り
、「
天
神
」
の
中
で
、
も
っ
と
も
注
目
す
べ
き
存
在
は
「
ム

ス
ヒ
」
と
「
ハ
ヤ
ヒ
」
系
の
氏
族
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
、
そ
の
中

で
も
タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
は
『
姓
氏
録
』
は
も
ち
ろ
ん
、『
古
語
拾
遺
』、
宮
中
八
神

殿
の
中
や
ム
ス
ヒ
系
の
中
で
も
必
ず
筆
頭
に
置
か
れ
る
神
で
あ
る
。

　

こ
の
タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
を
祖
と
す
る
代
表
的
な
氏
族
は
、
先
に
記
し
た
氏
族
数

「
三
十
二
氏
」
の
中
か
ら
、
以
下
の
五
氏
を
掲
げ
て
考
察
す
る
）
（1
（

。

大
伴
連
、
佐
伯
連
、
忌
（
斎
）
部
連
、
弓
削
連
、
玉
祖
連

　

こ
れ
ら
の
五
氏
は
古
代
よ
り
天
皇
の
側
近
中
の
側
近
で
あ
り
、
後
述
す
る
各

氏
族
の
解
説
に
あ
る
と
お
り
、
忌
（
斎
）
部
氏
は
中
臣
氏
と
共
に
朝
廷
の
祭
祀

を
司
る
氏
族
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
氏
族
を
解
説
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

・

大
伴
、
佐
伯
氏
→ 

こ
の
氏
族
の
祖
神
は
、
天
孫
降
臨
の
条
に
て
、
ニ
ニ
ギ
を

先
導
し
た
神
の
一
柱
ア
メ
ノ
オ
シ
ヒ
（
天
忍
日
命
）
で
あ

る
。『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』
で
は
、
こ
の
神
の
系
譜
や
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出
自
が
記
述
さ
れ
て
い
な
い
が
『
古
語
拾
遺
』
に
よ
る
と
、

タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
を
親
に
持
つ
と
い
う
系
譜
が
あ
る
。
ま
た
、

佐
伯
氏
は
大
伴
氏
の
同
族
と
な
っ
て
い
る
。

・

忌
（
斎
）
部
氏
→ 
朝
廷
に
お
け
る
祭
祀
を
司
る
氏
族
で
、
天
の
岩
屋
神
話
で

登
場
す
る
フ
ト
タ
マ
（
太
玉
命
）
を
祖
と
し
、
こ
の
神
も

ま
た
『
古
語
拾
遺
』
で
は
タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
が
親
と
な
っ
て

い
る
。
な
お
、
こ
の
氏
族
は
後
に
斎
部
氏
と
な
り
、
後
裔

の
斎
部
広
成
は
官
人
と
し
て
勅
命
に
従
い
、
ま
た
自
身
の

氏
族
の
朝
廷
内
に
お
け
る
存
在
感
を
示
す
た
め
、
神
代
以

降
、
奈
良
時
代
の
天
平
年
間 
（
七
二
九
～
七
四
九
） 

に
い

た
る
ま
で
の
歴
史
を
略
述
し
，
斎
部
氏
が
神
事
に
奉
仕
し

て
き
た
由
来
を
語
り
、
さ
ら
に
当
時
の
朝
廷
の
祭
祀
の
不

備
な
事
項
を
あ
げ
、
斎
部
氏
に
対
す
る
不
当
な
処
遇
を
訴

え
た
『
古
語
拾
遺
』
を
編
纂
し
て
い
る
。

・

弓
削
氏
→ 

弓
の
製
作
を
す
る
弓
削
部
の
統
率
氏
族
で
、
物
部
氏
と
の
関
係
も

深
い
と
さ
れ
る
。
複
数
の
氏
族
が
あ
り
、
各
時
代
に
現
れ
る
人
物

が
ど
の
系
統
に
連
な
る
か
を
捉
え
る
こ
と
は
難
し
い
が
、『
姓
氏

録
』
に
基
づ
く
と
主
に
【
天
神
系
】【
天
孫
系
】【
地
祇
系
】
の
三

つ
の
系
統
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
【
天
神
系
】
に
限
っ

て
取
り
上
げ
る
。

【
天
神
系
】

　

タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
の
後
裔
で
あ
る
ア
メ
ヒ
ワ
シ
カ
ケ
ル
ヤ
（
天
日
鷲
翔
矢

命
）
の
子
孫
を
称
し
た
、
弓
削
部
の
総
領
的
伴
造
で
、
姓
は
連
で
あ
っ
た

が
、
嫡
流
は
天
武
朝
に
お
い
て
朝
臣
に
改
姓
し
た
。
雄
略
朝
の
弓
削
豊
穂
、

六
世
紀
頃
の
弓
削
倭
古
、
持
統
朝
の
弓
削
元
宝
が
こ
の
系
統
の
氏
人
と
さ

れ
る
。

・

玉
祖
氏
→ 

玉
造
部
を
祖
と
し
、
岩
屋
隠
れ
の
際
に
八
尺
瓊
勾
玉
を
作
っ
た
。

天
孫
降
臨
の
際
、
ニ
ニ
ギ
に
附
き
従
っ
て
天
降
る
よ
う
命
じ
ら
れ
、

ア
メ
ノ
コ
ヤ
ネ
（
天
児
屋
命
）、
フ
ト
タ
マ
（
布
刀
玉
命
）、
ア
メ

ノ
ウ
ズ
メ
（
天
宇
受
売
命
）、
イ
シ
コ
リ
ド
メ
（
伊
斯
許
理
度
売

命
）
と
共　

に
五
伴
緒
の
一
柱
と
し
て
随
伴
し
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、
以
上
の
五
氏
族
の
祖
神
は
い
ず
れ
も
ア
マ
テ
ラ
ス
や
そ
の
子

孫
を
補
佐
し
、
天
神
た
ち
の
中
で
も
有
力
な
重
鎮
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

そ
し
て
そ
の
祖
神
の
親
に
タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
と
い
う
ア
マ
テ
ラ
ス
の
片
腕
的
な
存

在
を
置
く
こ
と
で
、
自
分
の
一
族
が
古
来
よ
り
ア
マ
テ
ラ
ス
（
天
皇
）
に
付
き

従
っ
て
き
た
こ
と
の
正
統
性
と
所
以
を
語
ろ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
五
氏
の
祖
神
は
『
古
事
記
』
や
『
日
本
書
紀
』
に
登
場
し
て
は
い

る
も
の
の
、
タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
が
親
神
で
あ
る
と
い
う
系
譜
は
な
い
。
こ
う
し
た
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『
古
事
記
』
や
『
日
本
書
紀
』
に
は
な
い
系
譜
を
付
し
た
の
は
編
纂
者
独
自
の
創

作
で
あ
ろ
う
）
（1
（

。
そ
れ
で
は
な
ぜ
、
こ
の
よ
う
な
創
作
を
し
た
の
だ
ろ
う
か
。

　
『
姓
氏
録
』
に
関
し
て
言
え
ば
、
代
表
氏
族
の
解
説
で
も
あ
る
よ
う
に
『
古
語

拾
遺
』
を
参
照
し
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。『
古
語
拾
遺
』
は
『
姓
氏
録
』
が
完
成
す

る
八
年
前
に
編
ま
れ
た
歴
史
書
で
あ
る
。

　

ゆ
え
に
こ
の
問
題
は
『
古
語
拾
遺
』
が
編
纂
さ
れ
た
背
景
と
編
者
の
斎
部
広

成
の
意
図
を
見
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

　

そ
も
そ
も
『
古
語
拾
遺
』
は
平
城
天
皇
の
召
問
に
斎
部
広
成
が
応
え
て
撰
上

し
た
書
物
で
あ
り
、
成
立
の
背
景
に
は
、
同
じ
祭
祀
を
司
る
中
臣
氏
と
斎
部
氏

の
間
に
祭
祀
に
お
け
る
分
掌
上
の
対
立
が
あ
っ
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
そ
の

意
味
で
『
古
語
拾
遺
』
と
い
う
書
物
に
は
斎
部
氏
の
命
運
が
か
か
っ
て
い
た
の

で
あ
る
。
ま
さ
し
く
広
成
に
と
っ
て
、
衰
微
し
て
い
る
自
身
の
一
族
が
朝
廷
内

で
生
き
残
ろ
う
と
す
る
意
図
が
凝
縮
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
）
11
（

。

　

だ
か
ら
こ
そ
、
ア
マ
テ
ラ
ス
の
片
腕
と
も
い
え
る
存
在
で
あ
る
タ
カ
ミ
ム
ス

ヒ
は
非
常
に
魅
力
的
で
あ
り
、
ま
た
天
の
岩
屋
神
話
に
お
い
て
、
ア
マ
テ
ラ
ス

を
引
き
出
す
の
に
大
い
に
貢
献
し
た
自
身
の
祖
神
フ
ト
タ
マ
を
、
タ
カ
ミ
ム
ス

ヒ
の
子
と
す
る
こ
と
で
同
じ
祭
祀
を
家
職
と
す
る
中
臣
氏
と
明
確
な
分
別
化
を

図
っ
た
と
の
で
あ
る
）
1（
（

。
さ
ら
に
タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
を
親
神
と
す
る
の
は
、
自
分
の

氏
族
に
限
ら
ず
、
先
述
し
た
代
表
的
な
有
力
氏
族
の
系
譜
に
も
置
き
、
一
族
の

再
生
を
狙
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
）
11
（

。

　

次
に
『
古
語
拾
遺
』
成
立
の
背
景
だ
が
、
歴
史
学
的
に
『
古
語
拾
遺
』
の
成

立
は
九
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
で
あ
り
、
こ
れ
は
『
姓
氏
録
』
と
同
じ
で
あ
る
。

九
世
紀
に
入
っ
た
ば
か
り
の
こ
ろ
と
い
え
ば
、
都
が
平
安
京
に
遷
都
さ
れ
て
か

ら
間
が
浅
く
、
平
城
京
時
代
か
ら
続
く
宮
中
祭
祀
を
今
一
度
再
編
さ
せ
る
必
要

が
あ
り
、
そ
う
し
た
政
治
的
な
プ
ロ
セ
ス
の
中
で
『
古
語
拾
遺
』
や
『
姓
氏
録
』

の
編
纂
が
始
ま
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

　

両
書
と
も
天
皇
の
命
（『
古
語
拾
遺
』
は
平
城
天
皇
『
姓
氏
録
』
は
嵯
峨
天

皇
）
に
よ
っ
て
編
纂
が
開
始
さ
れ
、
九
世
紀
に
入
っ
て
完
成
さ
れ
た
と
い
う
共

通
を
持
つ
の
だ
か
ら
。
し
か
も
、
両
帝
は
同
母
の
兄
弟
で
あ
る
上
、
薬
子
の
変

で
対
立
し
た
史
実
が
あ
る
。
都
を
再
び
奈
良
に
戻
そ
う
と
企
図
し
た
兄
を
、
弟

が
迅
速
に
先
手
を
打
ち
、
出
家
へ
と
追
い
や
っ
た
こ
と
で
決
着
し
た
出
来
事
だ

が
、
そ
う
い
っ
た
背
景
も
あ
っ
て
『
姓
氏
録
』
を
弟
嵯
峨
天
皇
が
勅
選
と
し
て

編
纂
さ
せ
、
新
都
平
安
京
に
お
け
る
政
治
体
制
を
盤
石
な
も
の
へ
と
す
る
考
え

が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
こ
れ
ら
の
背
景
と
広
成
の
一
族
の
事
情
か
ら
編
纂

さ
れ
た
の
が
『
古
語
拾
遺
』
で
あ
り
、
そ
れ
を
参
照
し
て
編
ま
れ
た
の
が
『
姓

氏
録
』
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

以
上
、『
姓
氏
録
』
を
中
心
に
『
古
語
拾
遺
』
を
引
用
し
な
が
ら
タ
カ
ミ
ム
ス

ヒ
の
考
察
を
試
み
た
。
先
述
し
た
よ
う
に
、『
姓
氏
録
』
に
記
さ
れ
る
有
力
氏
族

の
祖
神
の
多
く
は
「
ム
ス
ヒ
」
と
い
う
天
神
系
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
お
り
、

そ
の
中
で
も
タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
は
特
別
な
存
在
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
た
。

そ
し
て
そ
れ
は
、
同
時
に
ア
マ
テ
ラ
ス
（
天
皇
）
の
下
で
従
い
、
行
政
に
携
わ

る
こ
と
の
正
統
性
を
持
と
う
と
し
た
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
加
え
て
、
先
述
し



『古事記』におけるタカミムスヒの役割

― 77 ―

た
五
氏
の
よ
う
に
、
ム
ス
ヒ
神
を
祖
と
掲
げ
る
氏
族
は
天
皇
と
の
結
び
つ
き
が

非
常
に
強
固
な
も
の
で
あ
り
、
誰
も
が
安
易
に
掲
げ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た

も
の
で
あ
る
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
『
姓
氏
録
』
は
広
成
が
編
ん
だ
『
古
語
拾
遺
』
を
参
考
に
し
て

い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

　

そ
れ
に
加
え
て
、
広
成
に
と
っ
て
は
斎
部
氏
が
衰
微
し
て
い
た
状
況
も
あ
り
、

そ
れ
を
打
開
す
る
チ
ャ
ン
ス
と
し
て
編
纂
に
取
り
組
ん
だ
彼
に
と
っ
て
は
文
字

通
り
の
力
作
で
あ
っ
た
は
ず
だ
。

　

ま
た
『
古
語
拾
遺
』
の
冒
頭
に
あ
る
よ
う
に
、「
国
史・

家
牒
」
か
ら
「
遺
り

た
る
」
フ
ル
コ
ト
を
拾
い
集
め
た
い
と
い
う
体
裁
で
成
り
立
ち
、
そ
れ
を
「
拾

遺
」
す
る
こ
と
は
律
令
に
基
づ
く
神
祇
官
祭
祀
の
現
状
を
批
判
す
る
根
拠
を
作

り
た
か
っ
た
と
い
う
斎
藤
英
喜
の
指
摘
も
あ
る
）
11
（

。

　

こ
の
よ
う
な
書
物
を
『
姓
氏
録
』
が
基
に
し
た
の
は
、『
古
語
拾
遺
』
が
兄
平

城
天
皇
の
勅
命
の
下
で
編
ま
れ
た
書
物
だ
か
ら
で
あ
ろ
う
。
兄
の
御
代
で
完
成

し
た
書
を
参
考
し
、
弟
の
御
代
に
氏
族
名
鑑
を
完
成
さ
せ
る
こ
と
で
、
一
連
の

作
業
で
あ
る
こ
と
を
示
し
、
新
た
な
都
で
の
人
事
役
職
を
決
め
る
基
準
に
し
よ

う
と
考
え
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
両
書
の
関
係
が
二
人
の
兄
弟
天
皇
の
発

意
の
下
に
成
立
し
て
い
る
こ
と
が
大
き
な
意
義
を
持
つ
と
論
者
は
捉
え
て
い
る
。

　

こ
う
し
て
『
古
語
拾
遺
』
は
同
じ
祭
祀
を
分
掌
す
る
中
臣
氏
に
対
す
る
反
発

心
と
斎
部
氏
が
専
門
と
す
る
祭
祀
儀
礼
が
、
天
皇
即
位
に
際
し
て
必
要
と
な
る

「
天
璽
の
剣・

鏡
」
の
安
置
場
所
す
な
わ
ち
殿
祭
（
大
殿
祭
）
で
あ
る
こ
と
を
掲

げ
、
中
臣
氏
よ
り
も
天
皇
（
ア
マ
テ
ラ
ス
）
に
近
い
存
在
で
あ
る
こ
と
を
誇
示

す
る
た
め
に
、
そ
の
根
拠
を
『
古
事
記
』
や
『
日
本
書
紀
』
の
神
話
に
求
め
、

タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
が
ア
マ
テ
ラ
ス
と
最
も
近
い
存
在
で
あ
る
こ
と
と
、
祖
神
の
フ

ト
タ
マ
が
ア
マ
テ
ラ
ス
を
岩
屋
か
ら
引
き
出
す
の
に
貢
献
し
た
存
在
で
あ
る
伝

承
を
利
用
し
て
タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
と
フ
ト
タ
マ
を
結
び
つ
け
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

ま
し
て
や
斎
部
氏
は
祭
祀
を
家
職
と
す
る
以
上
、
当
時
正
史
と
し
て
重
ん
じ

ら
れ
て
い
た
『
日
本
書
紀
』
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
当
時
は
既
に
そ
の
認
知
度

は
受
容
低
か
っ
た
で
あ
ろ
う
『
古
事
記
』
神
話
の
伝
承
も
把
握
し
て
い
た
可
能

性
は
高
い
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
自
分
に
と
っ
て
都
合
の
良
い
よ
う
に
系
譜
付

け
や
す
か
っ
た
こ
と
も
推
測
で
き
る
。

　

そ
こ
で
、
論
者
は
考
え
る
の
だ
が
広
成
が
タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
を
利
用
す
る
に
あ

た
っ
て
最
も
注
目
し
た
神
話
が
『
古
事
記
』
な
の
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。

　

先
述
し
た
タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
の
記
載
用
例
を
確
認
す
る
と
、
い
ず
れ
も
タ
カ
ミ

ム
ス
ヒ
は
ア
マ
テ
ラ
ス
と
共
に
存
在
し
て
い
る
。
こ
れ
は
『
日
本
書
紀
』
に
は

無
い
伝
承
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、『
日
本
書
紀
』
に
も
『
古
事
記
』
と
同
様
に

ア
マ
テ
ラ
ス
と
並
称
さ
れ
る
記
述
が
あ
り
内
容
も
国
譲
り
か
ら
天
孫
降
臨
神
話

と
共
通
し
て
い
る
が
、
大
半
は
タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
の
単
独
が
目
立
ち
、
そ
の
行
動

は
ア
マ
テ
ラ
ス
を
も
凌
ぎ
か
ね
な
い
よ
う
な
姿
で
あ
る
。
そ
れ
も
「
異
伝
」
で

は
な
く
「
正
伝
」
で
あ
る
。
も
し
、
広
成
が
『
日
本
書
紀
』
に
限
っ
て
い
た
な

ら
ば
、
ア
マ
テ
ラ
ス
以
上
の
存
在
で
あ
る
タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
を
系
譜
に
入
れ
る
と

は
考
え
に
く
い
。
た
だ
で
さ
え
、
家
職
の
宮
中
祭
祀
が
中
臣
氏
に
掌
握
さ
れ
、
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朝
廷
内
で
の
存
続
が
危
ぶ
ま
れ
る
中
で
、
自
身
の
祖
神
が
天
皇
を
も
凌
ぐ
こ
と

を
示
す
の
は
致
命
的
だ
か
ら
で
あ
る
。
加
え
て
『
日
本
書
紀
』
で
は
全
く
伝
承

を
記
さ
な
い
ア
メ
ノ
ミ
ナ
カ
ヌ
シ
と
カ
ム
ム
ス
ヒ
に
対
し
て
も
系
譜
を
持
た
せ

る
こ
と
は
難
し
い
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
）
11
（

。

　

従
っ
て
、
広
成
が
注
目
し
た
の
は
『
古
事
記
』
の
タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
で
あ
り
、

ア
マ
テ
ラ
ス
（
天
皇
）
と
ど
の
よ
う
な
関
係
で
あ
る
の
か
を
、
最
後
に
次
で
ア

マ
テ
ラ
ス
と
の
並
立
と
い
う
点
か
ら
考
察
し
て
み
た
い
。

五
、
ア
マ
テ
ラ
ス
と
の
並
立

　

先
述
し
た
記
載
用
例
の
よ
う
に
タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
は
常
に
ア
マ
テ
ラ
ス
と
並
ん

で
高
天
原
に
存
在
し
、
ア
マ
テ
ラ
ス
と
共
に
諸
神
ら
に
司
令
し
て
い
る
。
そ
の

際
「
高
御
産
巣
日
神・

天
照
大
御
神
の
命
以
ち
て
詔
り
た
ま
ひ
く
…
…
」
と
い

う
表
記
で
、
そ
れ
を
よ
く
見
る
と
二
神
の
記
載
の
順
が
途
中
で
逆
転
し
て
い
る
。

　

こ
の
記
載
の
順
番
や
タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
の
行
動
を
含
め
、
か
つ
て
の
国
家
最
高

神
は
ア
マ
テ
ラ
ス
で
は
な
く
タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
の
方
で
は
な
か
っ
た
の
か
と
い
う

指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
）
11
（

、
そ
れ
に
つ
い
て
の
詳
し
い
考
察
は
別
の
機
会

に
譲
る
と
し
て
、
高
天
原
に
お
け
る
こ
の
二
神
並
立
と
そ
の
順
序
が
逆
転
す
る

『
古
事
記
』
の
記
述
は
重
要
視
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　

二
神
の
記
載
順
序
が
交
代
す
る
の
は
、
先
述
し
た
用
例
番
号
「
３
」
以
降
で
、

そ
れ
ま
で
の
「
１
」「
２
」
は
タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
が
先
に
記
さ
れ
て
い
る
。「
３
」

は
派
遣
し
た
ア
メ
ワ
カ
ヒ
コ
が
復
命
せ
ず
、
様
子
を
探
る
の
に
誰
を
遣
わ
そ
う

か
思
案
し
て
い
る
場
面
で
あ
る
。
こ
の
直
後
に
タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
は
タ
カ
ギ
「
高

木
神
」
と
い
う
別
名
に
転
じ
て
展
開
さ
れ
て
い
く
の
だ
が
、
こ
の
別
名
へ
の
転

換
と
記
載
順
の
交
代
に
つ
い
て
は
、
神
田
典
城
が
論
文
「
高
木
神
の
性
格
と
タ

カ
ミ
ム
ス
ヒ
」
に
お
い
て
、
タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
が
タ
カ
ギ
へ
と
転
じ
る
理
由
を
含

め
て
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
）
11
（

。

即
ち
ア
マ
テ
ラ
ス
を
宮
廷
神
話
の
パ
ン
テ
オ
ン
の
中
心
に
導
入
す
る
の
に

は
、
タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
の
存
在
が
あ
ま
り
に
強
力
で
あ
っ
た
。

そ
こ
で
、
基
本
的
に
二
神
併
立
の
体
裁
を
と
る
事
に
し
た
が
、
ア
マ
テ
ラ

ス
を
少
し
で
も
優
位
に
お
く
工
夫
を
は
か
り
、
ま
ず
、
天
孫
降
臨
の
発
意

を
ア
マ
テ
ラ
ス
の
も
の
と
し
、
以
下
、
二
神
併
記
に
当
た
っ
て
は
、
平
定

失
敗
で
は
タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
を
主
に
立
て
、
失
敗
か
ら
成
功
へ
展
開
す
る
と

こ
ろ
か
ら
、
ア
マ
テ
ラ
ス
を
主
位
に
立
て
る
と
い
う
基
本
ラ
イ
ン
を
設
定

し
た
。

し
か
し
、
ア
マ
テ
ラ
ス
主
位
と
す
る
に
は
、
タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
の
名
が
重
い

の
で
、
タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
の
名
の
も
と
に
習
合
さ
れ
て
い
た
タ
カ
ギ
に
注
目

し
、
そ
の
習
合
が
十
分
に
こ
な
れ
て
い
な
く
て
、
タ
カ
ギ
の
機
能
の
最
も

典
型
的
な
働
き
を
示
す
「
返
し
矢
」
の
話
を
機
に
、
タ
カ
ギ
の
名
を
ク
ロ
ー

ズ
ア
ッ
プ
し
た
。

　

右
の
よ
う
に
指
摘
し
た
論
拠
と
し
て
、
神
田
は
以
下
の
六
点
を
挙
げ
て
い
る
。
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１
、 

二
神
並
立
の
順
に
は
、
ア
マ
テ
ラ
ス
を
先
に
記
す
の
と
タ
カ
ミ
ム
ス

ヒ
が
先
に
記
す
の
と
二
通
り
が
あ
る
。

２
、 
タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
が
先
に
記
さ
れ
て
い
る
箇
所
は
い
ず
れ
も
結
果
が
派

遣
神
の
「
裏
切
り
」
と
い
う
失
敗
で
あ
る
。

３
、 

ア
マ
テ
ラ
ス
が
は
じ
め
て
先
に
記
さ
れ
る
の
は
、
ア
メ
ワ
カ
ヒ
コ
の

様
子
を
探
り
に
行
っ
た
雉
の
鳴
女
の
派
遣
で
あ
る
。

４
、 

天
孫
（
イ
ハ
レ
ビ
コ
を
含
む
）
か
ら
口
に
出
さ
れ
る
の
は
ア
マ
テ
ラ

ス
が
先
で
、
タ
カ
ギ
が
後
に
な
っ
て
い
る
。

５
、 

祭
祀
儀
礼
の
場
に
お
い
て
は
、
長
く
タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
系
が
主
役
で
あ
っ

た
）
11
（

。

６
、 

太
陽
信
仰
と
巨
木
信
仰
に
は
「
鳥
」
と
「
雷
」（
タ
ケ
ミ
カ
ヅ
チ
）
が

深
い
関
係
に
あ
る
。

　

以
上
、
六
点
の
論
拠
か
ら
神
田
は
解
釈
し
て
い
る
。
最
後
の
「
６
」
の
論
拠

に
つ
い
て
は
、
世
界
的
に
見
て
鳥
を
霊
的
な
も
の
の
運
び
役
と
す
る
思
想
が
あ

る
。

　

例
え
ば
北
方
ア
ジ
ア
に
位
置
す
る
ア
ル
タ
イ
諸
族
は
「
雷
を
鳥
と
す
る
」
観

念
が
強
い
）
11
（

。
こ
う
し
た
「
雷
の
鳥
」
は
シ
ャ
ー
マ
ン
の
守
護
霊
と
し
、
樹
木
が

稲
妻
に
倒
さ
れ
る
の
は
「
雷
の
鳥
」
に
よ
っ
て
引
き
裂
か
れ
た
か
ら
で
あ
る
と

い
う
伝
承
が
あ
る
。「
雷
」
か
ら
見
る
と
、
こ
の
ア
ル
タ
イ
諸
族
に
も
『
古
事

記
』
に
記
さ
れ
る
タ
カ
ギ
の
「
返
し
矢
」
と
類
似
す
る
伝
承
が
次
に
挙
げ
る
ブ

リ
ヤ
ー
ト
に
伝
え
ら
れ
る
話
で
あ
る
）
11
（

。

あ
る
老
人
が
、
天
上
か
ら
地
上
の
盗
人
を
罰
し
よ
う
と
し
て
、
矢
じ
り
の

形
を
し
た
石
を
投
げ
つ
け
た
。
そ
の
矢
じ
り
の
形
を
し
た
石
は
、
稲
光
り

の
よ
う
に
落
ち
て
行
っ
て
泥
棒
に
あ
た
り
、
村
中
を
火
で
包
ん
だ
と
言
う
。

そ
し
て
こ
の
老
人
は
、
雷
の
霊
と
見
做
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
伝
承
は
、「
落
雷
」
を
天
の
神
が
「
矢
」
と
し
て
地
上
へ
投
げ
下
ろ
す
こ

と
を
表
し
て
い
る
。
こ
の
伝
承
と
『
古
事
記
』
の
返
し
矢
と
照
ら
し
合
わ
せ
る

と
、
悪
霊
と
は
裏
切
り
者
の
ア
メ
ワ
カ
ヒ
コ
で
あ
り
、
そ
れ
を
退
治
す
る
神
が

タ
カ
ギ
に
対
応
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
従
っ
て
「
矢
を
地
上
へ
投
げ
下
ろ
す
」

と
い
う
行
為
は
落
雷
の
現
象
を
神
話
的
に
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え

る
。

　
「
鳥
」
に
つ
い
て
も
先
述
の
よ
う
に
ア
ル
タ
イ
諸
族
は
「
雷
を
鳥
と
す
る
」
観

念
が
強
く
、
雷
鳴
は
そ
の
鳥
の
羽
の
音
や
強
雨
は
鳥
の
く
し
ゃ
み
で
あ
る
と
す

る
。

　

神
話
の
「
返
し
矢
」
の
原
因
の
一
つ
と
な
る
雉
の
鳴
女
に
よ
る
「
鳴
く
」
と

い
う
行
為
が
ア
メ
ノ
サ
グ
メ
（
天
探
女
）
の
「
其
の
鳴
く
音
甚
悪
し
」「
悪
し
き

鳥
」
と
ア
メ
ワ
カ
ヒ
コ
に
射
殺
す
よ
う
促
し
、
後
に
「
返
し
矢
」
を
被
る
と
い

う
の
が
類
似
す
る
と
考
え
ら
れ
る
）
11
（

。
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こ
の
よ
う
に
、
北
方
ア
ジ
ア
の
ア
ル
タ
イ
諸
族
の
伝
承
を
例
と
し
て
高
木
神

に
よ
る
「
返
し
矢
」
の
伝
承
を
考
察
し
た
が
、
こ
れ
が
い
か
な
る
過
程
、
経
緯

を
経
て
タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
と
結
合
し
た
の
か
は
今
後
の
課
題
と
す
る
。

　

た
だ
、『
古
事
記
』
神
話
に
お
け
る
タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
は
、
最
初
ア
マ
テ
ラ
ス
と

共
に
高
天
原
で
司
令
神
と
し
て
鎮
座
し
、
ア
マ
テ
ラ
ス
の
意
向
を
実
現
さ
せ
よ

う
と
あ
ら
ゆ
る
試
み
を
駆
使
す
る
が
、
い
ず
れ
も
失
敗
に
終
わ
り
、
最
終
的
に

別
名
の
タ
カ
ギ
と
い
う
、
字
義
通
り
「
高
い
木
の
神
」
へ
と
転
じ
ア
マ
テ
ラ
ス

を
補
佐
す
る
立
場
と
な
る
。
別
名
に
転
じ
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
は
ア
メ
ワ

カ
ヒ
コ
派
遣
の
条
以
降
で
、
先
述
し
た
よ
う
に
「
鳥
」
と
「
雷
」
が
巨
木
信
仰

と
密
接
に
関
わ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

そ
し
て
九
世
紀
に
入
り
、
ア
マ
テ
ラ
ス
と
共
に
天
神
の
司
令
神
と
し
て
存
在

し
、
ア
マ
テ
ラ
ス
を
補
佐
し
続
け
た
こ
の
神
を
広
成
が
『
古
語
拾
遺
』
に
取
り

入
れ
、
自
身
の
衰
微
し
た
一
族
の
再
生
を
狙
っ
た
。
途
中
、
タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
か

ら
タ
カ
ギ
へ
の
別
名
へ
の
変
換
に
つ
い
て
は
深
く
考
え
ず
、
本
文
の
記
述
通
り

「
是
の
高
木
神
は
、
高
御
産
巣
日
神
の
別
名
ぞ
」
を
そ
の
ま
ま
受
容
し
た
の
で
あ

ろ
う
。

　

広
成
に
と
っ
て
、
ア
マ
テ
ラ
ス
（
天
皇
）
を
凌
ぎ
か
ね
な
い
よ
う
な
行
動
を

伝
え
る
『
日
本
書
紀
』
よ
り
も
、
ア
マ
テ
ラ
ス
（
天
皇
）
を
主
位
に
置
こ
う
と

す
る
『
古
事
記
』
の
タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
伝
承
を
取
り
入
れ
る
こ
と
で
、
天
皇
へ
の

絶
対
服
従
と
忠
誠
心
を
示
し
、
常
時
、
祭
祀
と
同
時
に
天
皇
を
補
佐
す
る
正
統

性
を
諸
氏
族
に
表
す
の
に
利
用
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

六
、
お
わ
り
に

　

以
上
、
タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
の
全
用
例
か
ら
問
題
を
提
起
し
、
先
行
研
究
を
踏
ま

え
な
が
ら
『
姓
氏
録
』
と
『
古
語
拾
遺
』
に
「
月
次
祭
」
と
い
っ
た
宮
中
祭
祀
、

さ
ら
に
わ
ず
か
で
は
あ
る
が
タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
と
別
名
高
木
神
の
転
換
問
題
に
つ

い
て
も
北
方
ア
ジ
ア
の
伝
承
を
例
に
挙
げ
な
が
ら
、『
古
事
記
』
神
話
に
お
け
る

タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
の
役
割
を
論
考
し
て
き
た
。

　

タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
は
高
天
原
で
ア
マ
テ
ラ
ス
と
共
に
鎮
座
し
、
ア
マ
テ
ラ
ス
の

意
向
で
行
動
す
る
政
治
的
な
役
割
を
担
っ
た
天
神
の
中
心
的
存
在
の
司
令
神
で

あ
っ
た
。
そ
し
て
九
世
紀
以
降
に
な
り
、
天
皇
の
中
央
集
権
下
に
お
い
て
、
氏

族
た
ち
は
権
威
の
あ
る
官
職
に
就
く
こ
と
の
正
統
性
を
求
め
た
と
結
論
付
け
た

が
、
タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
と
高
木
神
と
の
別
名
に
転
ず
る
問
題
な
ど
に
つ
い
て
は
詳

し
く
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
。

　

ま
た
『
日
本
書
紀
』
に
お
け
る
タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
も
、『
古
事
記
』
と
大
き
く
異

な
る
姿
で
あ
る
た
め
、
こ
れ
に
つ
い
て
も
解
明
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
う
す
る
こ
と
で
、
な
ぜ
タ
カ
ギ
と
い
う
別
名
が
『
古
事
記
』
に
限
定
さ
れ
て

い
る
の
か
わ
か
り
、
更
な
る
『
古
事
記
』
に
お
け
る
タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
に
つ
い
て

明
確
に
な
る
か
ら
と
考
え
る
か
ら
だ
。

　

本
稿
で
は
タ
カ
ギ
と
い
う
神
名
と
そ
の
行
動
に
つ
い
て
の
考
察
を
、
北
方
ア

ジ
ア
の
ア
ル
タ
イ
諸
族
か
ら
行
っ
た
。
今
後
も
、
高
木
神
に
つ
い
て
引
き
続
き

掘
り
下
げ
て
考
察
す
る
こ
と
で
、
三
浦
佑
之
）
1（
（

が
指
摘
す
る
「
別
系
統
の
神
話
を
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つ
な
ぎ
合
わ
せ
た
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
」
と
い
う
論
を

よ
り
一
層
進
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

　

こ
れ
ら
の
問
題
は
今
後
の
課
題
と
し
て
別
の
機
会
に
論
考
を
譲
り
た
い
。

注
（
１
） 

用
例
の
本
文
は
『
古
事
記
』
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
一
小
学
館　

一
九
九

七
年
に
拠
っ
た
。

（
２
） 「
造
化
三
神
」
と
は
『
古
事
記
』
の
「
序
」
に
て
「
参
神
造
化
」
と
あ
り
、
こ

れ
が
ア
メ
ノ
ミ
ナ
カ
ヌ
シ・
タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ・

カ
ム
ム
ス
ヒ
の
三
柱
を
指
す
。

（
３
） 『
古
事
記
』
の
葦
原
中
国
の
平
定
で
ア
メ
ワ
カ
ヒ
コ
派
遣
後
、
こ
の
別
名
に
転

じ
る
。
こ
れ
は
『
古
事
記
』
の
み
で
『
日
本
書
紀
』
や
『
風
土
記
』
に
は
無
い

伝
承
で
あ
る
。

（
４
） 

カ
ム
ム
ス
ヒ
が
御
祖
と
明
記
さ
れ
て
い
る
の
は
、
出
雲
神
話
の
ス
ク
ナ
ビ
コ

ナ
の
条
で
ク
エ
ビ
コ
の
発
言
か
ら
見
ら
れ
る
が
、「
御
祖
」
と
し
て
の
行
動
は
ス

サ
ノ
ヲ
が
殺
害
し
た
食
物
神
オ
ホ
ゲ
ツ
ヒ
メ
の
死
体
か
ら
成
っ
た
五
穀
を
採
取

し
て
ス
サ
ノ
ヲ
へ
と
渡
し
、
地
上
繁
栄
の
礎
を
築
か
せ
た
他
、
オ
ホ
ナ
ム
チ
が

兄
八
十
神
に
殺
さ
れ
た
際
に
蘇
生
さ
せ
る
な
ど
常
に
国
神
の
側
で
働
く
の
が
注

目
で
き
る
。
カ
ム
ム
ス
ヒ
に
つ
い
て
の
論
考
は
三
浦
佑
之
「
カ
ム
ム
ス
ヒ
考
―

出
雲
の
祖
神
」『
文
学
』
13
号　

岩
波
書
店　

二
〇
一
二
年
一
、
二
月
号
に
詳
細

有
り
。

（
５
） 

倉
野
憲
司
『
古
事
記
全
註
釈
』
三
省
堂　

一
九
七
六
年

（
６
） 

尾
崎
暢
殃
『
古
事
記
全
講
』
加
藤
中
道
館　

一
九
六
六
年

（
７
） 

西
郷
信
綱
『
古
事
記
注
釈
』
ち
く
ま
学
芸
文
庫　

二
〇
〇
五
年

（
８
） （
７
）
に
同
じ
。

（
９
） 

溝
口
睦
子
『
ア
マ
テ
ラ
ス
の
誕
生
』
岩
波
新
書　

二
〇
〇
九
年

（
10
） 

倉
塚
曄
子
「
出
雲
神
話
圏
問
題
」『
国
文
』
お
茶
の
水
女
子
大
学
国
語
国
文
学

会
20
号　

一
九
六
三
年
、
十
二
月

（
11
） 

西
條
勉
『
古
事
記
神
話
の
謎
を
解
く
』
中
公
新
書　

二
〇
一
一
年

（
12
） 

オ
ホ
ク
ニ
ヌ
シ
（
大
国
主
命
）・

ス
サ
ノ
ヲ
（
素
戔
嗚
命
）
と
し
た
の
は
、『
姓

氏
録
』
に
「
素
佐
能
雄
命
六
世
孫
大
国
主
之
後
也
」
と
明
記
さ
れ
て
い
る
こ
と

に
依
る
。

（
13
） 

田
中
卓
著
『
新
撰
姓
氏
録
の
研
究
』
国
書
刊
行
会　

一
九
九
六
年
に
よ
れ
ば
、

「
地
祇
系
祖
神
で
注
目
せ
ら
れ
る
も
の
は
、
要
す
る
に
、
大
己
貴
命・

豊
玉
彦

命・

椎
根
津
比
古
命
の
三
柱
で
、
こ
れ
は
、
紀・

記
の
神
代
史
に
お
け
る
国
神

の
伝
承
と
相
応
ず
る
も
の
で
あ
つ
て
、（
中
略
）
大
己
貴
命
に
は
も
と
も
と
地
祇

と
し
て
の
強
い
伝
承
が
存
し
て
ゐ
て
、
始
祖
が
素
佐
能
雄
命
で
あ
る
故
に
之
を

紀・

記
の
神
代
史
と
勘
案
す
れ
ば
、「
天
神
」
系
と
云
へ
さ
う
で
あ
る
。
し
か
る

に
之
を
「
地
祇
」
に
収
め
て
ゐ
る
の
は
、
大
己
貴
命
を
天
神
と
認
め
が
た
い
理

由
が
存
し
た
か
ら
で
あ
ら
う
。
紀・

記
の
神
代
史
に
、
大
己
貴
命
を
「
国
神
」

と
明
記
し
た
箇
所
は
一
つ
も
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
素
戔
嗚
尊
を
介
し
て
天

照
大
神
と
結
び
、
天
神
系
へ
の
接
近
さ
へ
も
が
試
み
ら
れ
て
ゐ
る
。
し
か
し
、

紀・

記
神
代
史
の
全
体
よ
り
感
じ
と
ら
れ
る
基
調
は
、
大
己
貴
命
を
明
ら
か
に

葦
原
中
国
の
国
神
と
し
て
描
い
て
を
り
、
そ
こ
に
こ
そ
、
大
己
貴
命
の
本
質
が

存
す
る
や
う
で
あ
る
。」
と
論
じ
て
い
る
。

（
14
） 

本
居
宣
長
『
古
事
記
伝
』
岩
波
書
店　

一
九
九
六
年

（
15
） （
９
）
に
同
じ
。

（
16
） （
13
）
に
同
じ
。

（
17
） （
７
）
に
同
じ
。

（
18
） 

こ
こ
に
記
し
た
五
つ
の
代
表
後
裔
氏
族
は
、
最
も
有
名
な
氏
族
と
し
て
よ
く

掲
げ
ら
れ
る
の
で
、
そ
れ
に
依
っ
た
。

（
19
） 

溝
口
睦
子
『
王
権
神
話
の
二
元
構
造
』
吉
川
弘
文
館　

二
〇
〇
〇
年

（
20
） 

飯
田
勇
「『
古
語
拾
遺
』
の
論
理
と
方
法
」『
古
代
文
学
』
37
号　

古
代
文
学

会　

一
九
九
八
年
、
三
月

（
21
） 『
古
語
拾
遺
』
を
見
る
と
、
中
臣
氏
の
始
祖
は
ア
メ
ノ
コ
ヤ
ネ
（
天
児
屋
根

命
）
で
、
そ
の
親
神
は
カ
ム
ム
ス
ヒ
で
あ
る
と
系
譜
に
付
し
て
い
る
。
対
し
て
、

広
成
の
氏
族
齊
部
氏
の
祖
は
ア
メ
ノ
フ
ト
タ
マ
で
、
そ
の
親
を
タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ

と
し
て
い
る
の
で
、
明
ら
か
な
差
別
化
が
見
て
取
れ
る
。

（
22
） 

例
え
ば
、
タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
を
親
神
と
す
る
始
祖
を
持
つ
有
力
な
後
裔
氏
族
は
、

注
（
18
）
の
代
表
の
他
、
葛
城
氏・

日
置
部・

荒
田
直・

日
奉
氏
と
い
っ
た
氏
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族
が
挙
げ
ら
れ
る
。

（
23
） 

斎
藤
英
喜
「『
先
代
旧
事
本
紀
』
の
言
説
と
生
成
」『
古
代
文
学
』
37
号

 
古
代
文
学
会　

一
九
九
八
年
、
三
月

（
24
） 『
日
本
書
紀
』
に
お
け
る
タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
の
行
動
箇
所
は
『
古
事
記
』
と
同
様

に
「
国
譲
り
」
か
ら
「
天
孫
降
臨
」（
第
九
段
）
が
専
ら
だ
が
、
そ
の
伝
承
は

「
タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ・

ア
マ
テ
ラ
ス
」（
あ
る
い
は
そ
の
逆
）
と
い
っ
た
二
神
並
称

で
は
な
く
、
大
半
の
こ
と
が
タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
の
独
断
の
も
の
で
あ
り
、
ア
マ
テ

ラ
ス
は
一
書
（
異
伝
）
に
て
そ
の
力
に
あ
や
か
る
よ
う
な
記
述
が
さ
れ
て
い
る
。

し
か
も
、
天
孫
降
臨
の
発
意
は
ア
マ
テ
ラ
ス
で
は
な
く
タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
で
あ
る

と
、
正
伝
に
あ
る
。

（
25
） 

こ
の
指
摘
は
、
注
（
９
）
と
注
（
19
）
の
書
の
他
、
岡
正
雄
「
日
本
民
族
文

化
の
形
成
」『
図
説
日
本
文
化
史
体
系
１
』
小
学
館　

一
九
五
六
年
、
上
田
正
昭

『
日
本
神
話
』
岩
波
新
書　

一
九
七
〇
年
、
松
前
健
「
鎮
魂
祭
の
原
像
と
形
成
」

『
日
本
祭
祀
研
究
集
成
一
』
名
著
出
版　

一
九
七
八
年
な
ど
が
あ
る
。

（
26
） 

神
田
典
城
「
高
木
神
の
性
格
と
タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
」『
古
事
記
年
報
』
24
号　

  

一
九
八
一
年
、
三
月

（
27
） 

阿
部
寛
子
「
ア
マ
テ
ラ
ス
祭
祀
の
起
源
神
話
」『
調
布
日
本
文
化
』
11
号 

 

二
〇
〇
一
年
、
三
月

（
28
） 

ウ
ノ・

ハ
ル
ヴ
ァ
「
シ
ャ
マ
ニ
ズ
ム 

ア
ル
タ
イ
系
諸
民
族
の
世
界
像
」
田
中

克
彦・

訳　

三
省
堂　

一
九
七
一
年

（
29
） （
28
）
に
同
じ
。

（
30
） 「
鳥
」
と
「
雷
」
が
巨
木
信
仰
と
密
接
に
関
わ
る
か
ら
で
あ
る
。
実
際
に
地
上

を
平
定
す
る
タ
ケ
ミ
カ
ヅ
チ
は
雷
神
で
あ
り
、
ア
マ
テ
ラ
ス
と
共
同
で
は
あ
る

も
の
の
派
遣
を
命
じ
て
い
る
。
ま
た
中
巻
の
神
武
東
征
の
条
に
お
い
て
は
、
イ

ハ
レ
ビ
コ
を
先
導
し
た
八
咫
鳥
や
タ
ケ
ミ
カ
ヅ
チ
を
派
遣
し
た
の
が
ア
マ
テ
ラ

ス
（
太
陽
）
と
タ
カ
ギ
（
巨
木
）
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
も
、
先
述
し
た

内
容
を
支
え
る
も
の
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

（
31
） 

三
浦
佑
之
『
口
語
訳
古
事
記
』
文
藝
春
秋　

二
〇
〇
二
年


